
 

掲 示 第９５号 

 

 

酒田港外港地区指定保税地域の追加指定に関する公告 

 

関税法第３７条第５項の規定に基づき、下記のとおり追加指定したので、同条第４項

の規定により公告する。 

 

 

                平成３０年３月１２日 

                    

                    東京税関長  藤 城 眞 

 

 

記 

 

１．指定保税地域の追加指定対象土地 

（１）土地 

所在地：山形県酒田市字高砂２３３番地先 

面 積：３，１７０．３９平方メートル 

区 域：山形県酒田市字高砂２３３番地先の外港地区高砂ふ頭北地点（北緯３８度５

７分０１．５４０３秒、東経１３９度４８分５８．５１５５秒）をＥ１地点

として、同地点から方位角２９１度１２分４６秒、７０．３２９メートルの

地点をＥ２として、同地点から方位角２０１度１２分４６秒、４１．８００

メートルの地点をＥ３として、同地点から方位角１１１度１２分４６秒、１

１１．８２９メートルの地点をＥ４として、同地点から方位角２１度１２分

４６秒、５．４００メートルの地点をＥ５として、同地点から方位角２９１

度１２分４５秒、４０．０００メートルの地点をＥ６として、同地点から方

位角２０１度１２分４６秒、０．４００メートルの地点をＥ７として、同地

点から方位角２９１度１３分０９秒、１．５００メートルの地点をＥ８とし

て、Ｅ１地点からＥ８地点を順次直線で結んだ線及びＥ８地点とＥ１地点

を結んだ線によって囲まれる３，１７０．３９平方メートルの土地 

 

（２）建設物 

     名 称：酒田港外港地区高砂２号岸壁 

     所在地：山形県酒田市字高砂２３４番地先 

     構 造：ケーソン式係船岸壁 

     面 積：９０５．７８平方メートル 

 

 

２．追加指定年月日 

   平成３０年４月１日 


